
 

 

 

令 和 6 年 版 

龍 ケ 崎 市 環 境 白 書 

 

 

 

 

龍 ケ 崎 市 

 
 



 

 

 

 

 

 



 
環境白書発行にあたって 

 

 令和６年版龍ケ崎市環境白書をここに公表します。 

本書は、龍ケ崎市環境基本条例に基づき、令和５

年度に実施した、生活環境・自然環境・文化環境・

地球環境・環境学習などに関する各種の施策を取り

まとめた年次報告書です。 

地球温暖化などに起因する異常気象が世界各地で

発生する中、欧州連合（EU）のコペルニクス気候変

動サービスでは、2024 年の世界平均気温が、統計

を開始した 1940 年以降、過去最高を記録することが予想されています。 

この予想では、地球温暖化対策の国際枠組みであるパリ協定の目標である

「長期的な世界の平均気温の上昇幅を 1.5℃に抑える」とした数値を初めて

超過することになるとも言われています。 

我が国でも、2023 年における年平均気温は、観測史上最高を記録し、 

2024 年の夏についても同様に例年以上の高い気温となりました。 

また、短時間に降る激しい雨や農作物への影響など、気候の変化を顕著

に感じ、私たちの日常と決して無関係な出来事ではないことを実感させられ

ます。 

 このような環境情勢に対応するため、本市では、最上位計画において「環

境にやさしく、誰もが快適に暮らせるまちづくり」を掲げ、再生可能エネル

ギーの導入や省エネルギーの推進など、脱炭素・循環型社会の実現に向けた

取組を推進しています。 

また、令和６年 10 月には龍ケ崎市第２次環境基本計画の一部見直しを行

うなど、現状に即した対応ができるよう努めてまいります。 

 最後になりますが、本書の発刊に当たり貴重な御意見や御提案をいただき

ました環境審議会委員の皆様に心から感謝申し上げますとともに、本書が市

民の皆様に広く活用されることにより、環境に関する理解が深まり、これか

らの環境保全に向けた行動を展開していくための一助となることを願って

います。 

  

  

龍ケ崎市長 萩 原  勇 



 

 

 

 

 

本書は、龍ケ崎市環境基本条例第 11 条に基づく年次報告書として、

同条例第 9 条に基づき平成 29 年３月に策定した龍ケ崎市第２次環境

基本計画の進捗状況等を含め、本市における環境の現況、良好な環境

保全等及び創造に関する施策の主な実施状況等について、令和５年度

の実績を公表するものです。 

市環境基本計画では、５分野「生活環境」「自然環境」「文化環境」「地

球環境」「環境学習」について、38 の施策を掲げ、この施策を分類し

総合的かつ計画的に推進するため、22 の指標ごとに目標値を設定して

います。 

令和５年度は、令和４年度においても目標値を達成していた「公共下

水道認可区域外の合併処理浄化槽設置人口率」、「ごみ質分析分類調査

における厨芥類及び紙類の割合」、「適正管理を促した空家等のうち、改

善された空家等の割合」、「市民遺産の認定数（合計）」、「LED 照明を導

入した主な公共施設数」、「農業体験の参加者」の６つの指標のほか、「公

共施設里親制度登録団体数」を加えた７つの指標について目標値を達

成しました。 

本市では、令和４年 12 月に最上位計画である「龍ケ崎市みらい創造

ビジョン for2030」を策定し、政策の柱の一つとして、「環境にやさ

しく、誰もが快適に暮らせるまちづくり」を掲げ、カーボンニュートラ

ルの実現や自然環境の保全等、施策の展開方向を示しています。これら

の実現に向けて、令和６年３月には新たに龍ケ崎市ごみ処理基本計画

を策定し、同年 10 月には、環境情勢の変化に対応するため龍ケ崎市第

２次環境基本計画の一部見直しを行いました。 

 また、龍ケ崎市第２次環境基本計画の計画期間が、令和８年度で満了

となることから、本計画に含んでいる「龍ケ崎市地球温暖化対策実行計

画（区域施策編）」と併せて、国や県で掲げた目標などを参考に計画を

改定する予定です。 
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語句の右上に＊のマークがあるものについては、下欄（フッター）に説明を記載

しております。 

（例） 龍ケ崎市民環境会議＊1 

 また、語句の右上に☆があるものについては、末尾の環境用語集に用語解説を記

載しております。 

 （例） 硫黄酸化物（SOX）
☆ 
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［概説］ 

 この章は、本市の環境に関する最上位の条例・計画である、龍ケ崎市環境基本条

例・龍ケ崎市第 2 次環境基本計画の概要及び概況について記載しています。さらに、

環境に関する主な法律・条例について、国・県・市ごとに体系的に区分し記載してい

ます。 
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第１節 環境基本条例・計画 
1 龍ケ崎市環境基本条例 / 2 龍ケ崎市第 2 次環境基本計画 

 2 *1 平成 29 年３月に策定。（計画期間は、平成 29 年度～令和３年度迄としていましたが、令和４年 12 月迄に変更

しました） 

第１節 環境基本条例・計画 

１ 龍ケ崎市環境基本条例                                        

  龍ケ崎市環境基本条例（以下「環境基本条例」といいます。）は、恵み豊かな自然環境の保

護、文化の所産である歴史・風土等の文化環境の保存、潤いのある生活環境の保全及びそ

れらの創造について、基本となる理念を定め、市、事業者、市民及び市民団体が協働し、

その果たすべき責務を明らかにするとともに、良好な環境の保全等及び創造に関する施策

の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び

将来にわたって市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として、平成 14年

4 月に施行しました。 

 

２ 龍ケ崎市第 2 次環境基本計画                                      

平成 23 年 3 月に地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を含む形で龍ケ崎市環境基本計

画（改定版）を策定しましたが、計画期間が平成 28 年度で終了したことから、新たな計画

である龍ケ崎市第 2 次環境基本計画を平成 29 年 3 月に策定しました。策定にあたっては、

現在の環境政策の現状把握を行うとともに課題を抽出し、新たな課題への対応及び環境問題

に係る国内外の動向等を反映させた、時代に則した計画策定を図っています。 

 

 (1) 計画の期間 

計画の期間は、平成 29 年度（2017 年度）から令和 8 年度（2026 年度）までの

10 年間としていますが、第 2 次ふるさと龍ケ崎戦略プラン*1 において指標となってい

るものについては、令和 3 年度（2021 年度）を目標年度としています。 

 

 (2) 計画の対象 

計画の対象とする分野は、生活環境・自然環境・文化環境・地球環境・環境学習の 5 つ

とします。地球環境分野については、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に該当する

ものとします。 

 

(3) 計画の目指す姿 

  「かけがえのない自然を未来へ 人や地球にやさしい環境のまち 龍ケ崎」 

龍ケ崎市の目指す姿を実現するために、5 つの分野別の基本方針を定めました。 

①生活環境分野 環境汚染や廃棄物を減らし、安心して暮らせる近隣環境と循環型社会を目指します 

②自然環境分野 水辺や里山の環境を大切にし、生物多様性が育まれる自然共生社会を目指します 

③文化環境分野 歴史と風土が育んできた景観を活かし、水と緑に親しむ社会を目指します 

④地球環境分野 エネルギー消費による二酸化炭素排出を減らす低炭素社会を目指します 

⑤環境学習分野 一人ひとりが環境問題や地域環境を理解し、ともに環境づくりに取り組む社会を目 

指します 
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(4) 第２次環境基本計画の体系図 
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事項 国 

環境一般 ・環境基本法 

典 
型 
七 
公 
害 

大気汚染 ・大気汚染防止法（大防法） 
 
 

水質汚濁 ・水質汚濁防止法（水濁法） 
・湖沼水質保全特別措置法（湖沼法） 
・下水道法 
・浄化槽法 
 
 
 

土壌汚染 ・土壌汚染対策法（土対法） 
・農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（農用地土壌汚染防止法） 
 
 

騒音 ・騒音規制法 
・道路交通法（道交法） 

振動 ・振動規制法 
・道路交通法（道交法） 

地盤沈下 ・工業用水法 
・建築物用地下水の採取の規制に関する法律（ビル用水法） 
 
 

悪臭 ・悪臭防止法 
 

循 
環 
型 
社 
会 

リサイクルの促進 
 

廃棄物等の規制 

・循環型社会形成推進基本法（循環基本法） 
・資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法） 
・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法） 
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法） 
・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法） 
・特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法） 
・使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法） 
・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法） 
・家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（家畜排せつ物法） 
・使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法） 
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 
・食品ロス削減の推進に関する法律（食品ロス削減推進法） 

地球環境 ・地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法） 
・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（省エネ法） 
・新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（新エネ法） 
・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（オゾン層保護法） 
・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法） 
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（バーセル法） 
・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（環境配慮契約法） 

土地利用 ・国土利用計画法（国土法） 
・都市計画法（都計法） 
・首都圏近郊緑地保全法 
・都市緑地法 
・生産緑地法 
・農業振興地域の整備に関する法律（農振法） 
・農地法 
・河川法 
・森林法 
・工場立地法 

自然保護 ・自然環境保全法 
・自然公園法 
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護法） 
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（種の保存法） 
・自然再生推進法 
・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生物法） 
 
 

環境影響評価 ・環境影響評価法（環境アセス法） 
 

化学物質 ・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法） 
・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（ＰＲＴＲ法） 
・ダイオキシン類対策特別措置法（ダイオキシン類特措法） 

美観風致 ・都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律（樹木保存法） 
・屋外広告物法（広告法） 
・景観法 
・景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律  景観緑三法 
・都市緑地保全法等の一部を改正する法律 
 

史跡・文化財 ・文化財保護法 
 
 

環境教育・学習 ・環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律（環境教育等推進法） 
・環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律（環境配慮促進法） 

第２節 環境基本計画に関連する主な法律・条例等 
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  ※ 令和 6 年 3 月 31 日現在（環境関係の全ての法律や条例等を網羅しているものではありません） 

茨城県 龍ケ崎市 
・環境基本条例 ・環境基本条例 
・生活環境の保全等に関する条例 
・生活環境の保全等に関する条例施行規則 
・大気汚染防止法に基づき排出基準を定める条例 

・公害防止条例 
・公害防止条例施行規則 
 

・生活環境の保全等に関する条例 
・生活環境の保全等に関する条例施行規則 
・水質汚濁防止法に基づき排出基準を定める条例 
・霞ヶ浦水質保全条例 
・霞ヶ浦水質保全条例施行規則 
・浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 
・浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則 

・公害防止条例 
・公害防止条例施行規則 
・浄化槽等設置事業費補助金交付要綱 
・水質監視員設置要綱 
・下水道条例 
・下水道条例施行規則 

・生活環境の保全等に関する条例 
・生活環境の保全等に関する条例施行規則 
・土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 
・土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則 

・土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例 
・土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例施行規則 
・土砂等埋立て事案審査会設置要綱 

・生活環境の保全等に関する条例 
・生活環境の保全等に関する条例施行規則 

・公害防止条例 
・公害防止条例施行規則 

・生活環境の保全等に関する条例 
・生活環境の保全等に関する条例施行規則 

・公害防止条例 
・公害防止条例施行規則 

・生活環境の保全等に関する条例 
・生活環境の保全等に関する条例施行規則 
・地下水の採取の適正化に関する条例 
・地下水の採取の適正化に関する条例施行規則 

・公害防止条例 
・公害防止条例施行規則 
 
 

・生活環境の保全等に関する条例 
・生活環境の保全等に関する条例施行規則 

・公害防止条例 
・公害防止条例施行規則 

・生活環境の保全等に関する条例 
・生活環境の保全等に関する条例施行規則 
・廃棄物の処理の適正化に関する条例 
・廃棄物の処理の適正化に関する条例施行規則 
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 
・廃棄物処理要項 
・廃棄物処理施設の設置等に係る事前審査要領  
・地球環境保全行動条例 
・地球環境保全行動条例施行規則 
・食と農を守るための条例 
 

・廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例 
・廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例施行規則 
・歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例 
・歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例施行規則 
・生ごみ処理容器等購入補助金交付要綱 
・資源回収助成金交付要綱 
・エコショップ・エコオフィス認定制度実施要綱 
 
 
 

・地球環境保全行動条例 
・地球環境保全行動条例施行規則 
 
 
 
 
 

・地球温暖化防止実行計画要領 
・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要綱 
 
 
 
 

・太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン 
 
 
 
 
 
 
 
 

・地区計画等の案の作成手続きに関する条例 
・土採取事業規制条例 
・土採取事業規制条例施行規則 
・火入れに関する条例 
・太陽光発電設備設置事業の自然環境等との調和と適正管理に関する条例 
・太陽光発電設備設置事業の自然環境等との調和と適正管理に関する条例施行

規則 
 
 
 

・自然環境保全条例 
・自然環境保全条例施行規則 
・県立自然公園条例 
・県立自然公園条例施行規則 
・地球環境保全行動条例 
・地球環境保全行動条例施行規則 
・動物の愛護及び管理に関する条例 
・動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 

・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則 
・鳥獣飼養登録事務実施要領 
・有害鳥獣捕獲許可事務等実施要領 
 
 
 

・環境影響評価条例 
・環境影響評価条例施行規則 

 
 

・生活環境の保全等に関する条例 
・生活環境の保全等に関する条例施行規則 
・化学物質適正管理指針 

 
 
 

・地球環境保全行動条例 
・地球環境保全行動条例施行規則 
・景観形成条例 
・景観形成条例施行規則 
・屋外広告物条例 
・屋外広告物条例施行規則 

・あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 
・あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則 
 
 
 
 

・文化財保護条例 
・文化財保護条例施行規則 

・文化財保護条例 
・文化財保護条例施行規則 
・龍ケ崎市民遺産条例 
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第３節 龍ケ崎市の概況 

１ 位置と地勢                                     

  本市は、東京都心から約 45km の茨城県南部、成田国際空港と筑波研究学園都市のほぼ

中間（それぞれ約 20 km）に位置しており、78.59km２の面積を有しています。 

利根川下流左岸低地と筑波稲敷台地 

南縁からなり、北西部に牛久沼、南部 

に猿島北相馬台地の断片を有します。 

  ＪＲ常磐線龍ケ崎市駅が市の玄関口 

となり、龍ケ崎市街までを関東鉄道竜ヶ

崎線が結んでいます。道路交通は牛久沼 

に沿って国道 6 号が縦断し、市外の北 

側に国道 408 号と首都圏中央連絡自動 

車道（圏央道）が走っています。 

 
 
２ 気候                                       

  本市の年平均気温（過去 5 年間）は、約 15.2℃と比較的温暖で、年間 1,100～

1,700mm 程度の適度な降水量もあり、気象条件に恵まれています。 

  令和 5 年の平均気温は、16.0℃、降水量は 1,163mm でした。令和４年と比較すると

平均気温は 1.2℃高くなり、降水量は 38mm 多くなりました。 

 【年平均気温及び年降水量の推移】 

区 分 令和元年 令和２年 令和 3 年 令和４年 令和５年 

年平均気温（℃） 15.0 15.１ 15.0 14.8 16.0 

年降水量（mm） 1,486 1,108 1,720 1,125 1,163 

                      ＜資料：令和 5 年版統計りゅうがさき（気象庁）＞ 

 

３ 人口                                       

  令和５年 10 月 1 日時点の人口（住民基本台帳による人口）は 75,635 人、世帯数は

35,611 世帯、1 世帯当りの人員は 2.12 人となっています。 

人口は減少していますが、世帯数が増加したことにより、1 世帯あたりの人員が少なく

なっているのが分かります。 

 【人口等の推移】  

区 分 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

人口    （人） 77,240 76,717 76,311 75,902 75,635 

世帯数  （世帯） 34,066 34,333 34,755 35,131 35,611 

1 世帯当りの人員（人） 2.27 2.23 2.20 2.16 2.12 

※平成 24 年より住民基本台帳法の改正に伴い、外国人の数が含まれています。  

                    ＜資料：龍ケ崎市の人口・世帯数／デジタル都市推進課＞ 

 

地形 
東西約 12km 南北約 9km 
面積 78.59 ㎢ 
市役所の位置 
東経 140°11’ 北緯 35°54’ 
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［概説］ 

 この章は、環境基本計画に基づく施策の総括として、令和５年度の龍ケ崎市の環

境の状況を数値で表記できるものを、各環境項目から抜粋して記載しています。 

 なお、詳細については、「第３章 環境基本計画に基づく施策の展開」及び「資料

編」をご覧ください。 
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１ 生活環境分野 

［大気汚染の防止］ 

大気汚染防止のため、環境基本法などで環境基準等が定められています。竜ケ崎保健所

において、茨城県による大気の環境測定調査を実施しており、浮遊粒子状物質（SPM）☆及

び光化学オキシダント（Ox）☆の測定の結果、環境基準を達成しました。 

［関連頁：25，137～142］ 

【大気汚染物質に係る測定結果の一覧】（○：達成、空欄：未達成、－：環境基準の設定なし）             

区 分 単位 環境基準 測定結果 達成状況 

大気汚

染物質 

浮遊粒子状物質（SPM） mg/m3 0.10 0.013 ○ 

光化学オキシダント（Ox） ppm☆ 0.06 0.029 〇 

 

［放射線☆対策］ 

平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事

故によって大気中に放出された放射性物質☆に係る空間放射線量☆のモニタリングを継続し

て行っています。 

市内 65 箇所の定点（保育所・幼稚園・小中学校・公園等）におけるモニタリング結果で

は、測定を開始した平成 23 年 5 月時点と平成 31 年 1 月時点で比較してみると自然減衰

やウェザリング効果*1 及び除染の効果などにより、約 77％減衰*2 していることが確認でき

ました。 

また、市域全域の詳細測定については、低い値で安定して推移していたことから、平成

30 年度をもって定点測定を終了しました。なお、令和元年度以降も公共施設等の多点測定

は継続して実施しています。［関連頁：26～28］ 

 

［水質汚濁の防止］ 

本市では、水質の状況把握のため、湖沼３地点及び河川 18 地点の計 21 地点（茨城県測

定の２地点を含む。）において水質測定調査を行っているほか、各種団体と連携を図りなが

ら水質浄化に関する事業を展開しています。 

なお、牛久沼の水質浄化については、茨城県が牛久沼の水環境の管理及び保全のため、

「牛久沼水質保全の対応方針」を令和５年 3 月に作成し、県、流域市、事業者、牛久沼流域

水質浄化対策協議会等の団体、地域住民等、各主体に求める取組をまとめています。 

水質の測定結果を見ると大腸菌数☆ほか、有機汚濁など被酸化物質の指標である BOD☆や

COD☆などが基準値を超過している測定箇所も認められます。 

また、本市の下水道普及率は令和 5 年度末で 84.9%という状況であり、公共下水道未整

備地区の合併浄化槽の設置と併せてさらに普及率を向上させ、直接、生活雑排水☆を河川等

に排水させないことが重要です。今後も、普及啓発活動と併せて監視及び測定を実施して

いく必要があります。［関連頁：29～34，113～135］ 

 

*1  放射性物質の風雨などの自然要因による減衰効果をいいます。 
*2  P27【空間線量率の推移】より算出 
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【水質測定に係る環境基準の未達成地点の推移】             （単位：箇所） 

測定箇所 令和元年度 令和２年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

牛久沼 (注１)  1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 

牛久沼流入河川(注２) 3(3) 3(3) 1(3) ３(3) ３(3) 

牛久沼流出河川(注３) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 

小野川        (注４) 0(2) 0(2) 0(2) 0(2) 0(2) 

※注１は、下表【水質汚濁に係る調査地点別測定結果】中、環境基準が定められている「①牛久

沼 湖心」、同様に注 2 は「②稲荷川 三日月橋・③谷田川 茎崎橋・④西谷田川 細見橋」、注

3 は「⑤牛久沼 八間堰」、注 4 は「⑭小野川 正直橋・⑮小野川 新弁天橋」です。 

※（ ）内は、測定箇所数です。 

※小野川は、平成 24 年度から環境基準を達成しています。 

 

【水質汚濁に係る調査地点別測定結果】（１年間の平均値）       （単位：ｍｇ/L） 

調査数値 

調査地点 
項目 環境基準 

令和 4 年度 令和 5 年度 

測定結果 達成状況 測定結果 達成状況 

① 牛久沼 湖心 COD 5 以下 8.6  9.0  

② 稲荷川 三日月橋 BOD 3 以下 4.2  4.2  

③ 谷田川 茎崎橋 BOD 3 以下 3.6  5.3  

④ 西谷田川 細見橋 BOD 3 以下 4.2  4.1  

⑤ 牛久沼 八間堰 BOD 2 以下 4.2  3.9  

⑥ 根古屋川 根古屋橋 BOD （3 以下） 1.1 ○ 0.8 ○ 

⑦ 大正堀川 馴馬橋 BOD （3 以下） 1.8 ○ 2.7 ○ 

⑧ 
大正堀川 

大徳橋 BOD （3 以下） 5.0  5.8  

⑨ 新利根境 BOD （3 以下） 4.3  4.6  

⑩ 

江川 

入地町 BOD （3 以下） 3.3  3.0 ○ 

⑪ 川原代町字姫宮 BOD （3 以下） 3.5  2.9 ○ 

⑫ 高砂橋 BOD （3 以下） 2.9 〇 2.7 ○ 

⑬ 小山丁江川橋 BOD （3 以下） 3.1  2.8 ○ 

⑭ 
小野川 

正直橋 BOD 2 以下 1.4 ○ 1.7 ○ 

⑮ 新弁天橋 BOD 2 以下 1.5 ○ 2.0 ○ 

⑯ 旧小貝川 沖須橋 BOD （3 以下） 3.7  3.1  

⑰ 薄倉川 貝原塚町字貝原塚 BOD （3 以下） 2.5 ○ 0.7 ○ 

⑱ 羽原川 羽原町字城ノ下 BOD （3 以下） 1.5 ○ 1.2 ○ 

⑲ 
破竹川 下八代交差点 

（旧稲敷橋） 
BOD （3 以下） 1.4 ○ 2.7 ○ 

⑳ 中沼 COD （5 以下） 7.4  8.2  

㉑ 蛇沼 COD （5 以下） 9.3  10  

※達成状況欄は、測定結果が環境基準を達成している場合は「○」、未達成の場合は「空欄」。 

※環境基準の水域類型指定☆を受けていない河川については、参考として、Ｂ類型の環境基準 

を（ ）内に表示し、その数値を基に達成状況を判定しています。 
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［土壌・地下水汚染の防止］ 

土壌の汚染は、ほとんどが事業活動に伴って排出される重金属類や化学物質等の有害物

質を含んだ排水等を介してもたらされており、土壌汚染及び地下水汚染防止のため、土壌

汚染対策法、環境基本法などで環境基準等が定められています。 

茨城県が県内市町村の土壌及び地下水のダイオキシン類調査を実施しており、本市での測

定の結果、環境基準を満たしていました。［関連頁：35，136］ 

 

 

 

              

［地盤沈下の防止］ 

  茨城県では、茨城県生活環境の保全等に関する条例や茨城県地下水の採取の規制に関する

条例により地下水の汲み上げを規制し、地盤沈下対策を進めています。 

また、本市においては、龍ケ崎市公害防止条例を定め、主に事業者の事業活動に伴って生

ずる地盤沈下の防止に努めています。 

なお、茨城県により毎年、精密水準測量が実施されており、令和５年度における本市の測

定地点での沈下量は-17.8ｍｍとなっています。長期的には沈下量は減少傾向にあるものの、

令和５年度の沈下量は、近年では比較的大きい数値であったことから、今後も継続的な監視

が必要です。［関連頁：35，142～143］ 

【測定結果の推移】 

測定地点 令和元年度 令和２年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

小通幸谷町 -6.9mm -6.2mm -0.1mm -1.3mm -17.8mm 

※数値は、対前年度比です 

 

［廃棄物の削減・リサイクルの推進］ 

廃棄物の削減及びリサイクルの推進に関して、循環型社会形成推進基本法、容器包装に

係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）及び特定家庭用

機器再商品化法（家電リサイクル法）などで、個別物品の特性に応じた規制やリサイクルを

行うための基盤の整備を定め、これらの法律を一体的に運用することにより、循環型社会

の形成に向けた取組が推進されています。平成 25 年 4 月には、使用済小型電子機器等の

再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）が施行され、これまで捨ててしまっ

ていた有用な金属をリサイクルする仕組みが整えられています。 

また、令和元年 10 月に食品ロス削減の推進に関する法律（食品ロス削減推進法）が施行

されたことを受け、市民や事業者の意識の譲成を図るため、これまで食品ロス削減に関す

る情報発信を行ってきました。令和５年においても、市民イベントでのブース出展により、

食品の食べ切りや食材の使い切り、生ごみの水切りについての周知を行いました。 

［関連頁：37～41］ 

 

調査地点 環境基準 測定結果 

龍ケ崎市大徳町 1 0.022 

 

【ダイオキシン類調査(地下水)】 pg-TEQ/㍑ 【ダイオキシン類調査(土壌)】 pg-TEQ/㌘ 

調査地点 環境基準 測定結果 

龍ケ崎市大徳町 1,000 0.0049 
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※端数処理の関係で、数値の和が小計欄・合計欄と一致しない場合があります。 

※小型充電式電池やインクカートリッジについては、回収実績が 1t 未満のため記載していません。 

＜資料：令和 5 年度龍ケ崎市一般廃棄物処理実施計画実績報告＞ 

*1 P6 中【人口等の推移】と相違がありますが、P6 は 10 月 1 日現在の住民基本台帳による人口で、【一般ごみの排

出量等の推移】で使用している人口は 3 月 31 日現在の人口を採用し平成 23 年度は住民基本台帳登録人口+外国人登
録人口です。なお、平成 24 年度以降は住民基本台帳法改正に伴い、外国人の数が含まれています。［参照 P6］ 

【一般ごみの排出量等の推移】※資源物は民間事業所による回収分を含んでいません。（単位：t） 
区 分 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

人口*1（人） 76,988 76,505 76,009 75,690 75,453 

一
般
ご
み 

家
庭
系 

燃やすごみ 17,989 18,165 17,606 17,316 16,483 

燃やさないごみ 941 1,044 884 783 679 

粗大ごみ 295 66 51 48 45 

計（A） 19,225 19,275 18,541 18,147 17,207 

事
業
系 

燃やすごみ 5,386 4,812 4,916 4,882 4,897 

燃やさないごみ 60 37 31 26 54 

粗大ごみ 21 3 4 4 25 

計（B） 5,467 4,852 4,951 4,912 4,976 

小計（C=A+B） 24,692 24,127 23,492 23,059 22,182 

資
源
物
□
※
□ 

 

ビン 416 430 416 415 393 

カン 187 200 191 189 173 

紙類 1,615 1,556 1,464 1,481 1,321 

布類 107 125 115 112 98 

ペットボトル 141 144 153 156 159 

白トレー 3 3 4 3 4 

木くず類 290 301 305 322 317 

廃食用油 5 6 6 4 4 

ﾍ ﾟ ｯ ﾄ ﾎ ﾞ ﾄ ﾙ ｷ ｬ ｯ ﾌ ﾟ 3 3 3 4 3 

小型家電（パソコン含む） 6 6 6 6 5 

小計（D） 2,773 2,774 2,663 2,692 2,477 

合計（E=C+D） 27,465 26,901 26,155 25,751 24,617 

  

 

 

【一般ごみの排出量の推移】 
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＜資料：令和 5 年度龍ケ崎市一般廃棄物処理実施計画実績報告＞ 

【資源物の排出量の推移】

  
 

【1 人 1 日当たりのごみ排出量】 

区 分 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

一般ごみ 
家庭系 684 g 690 g 668 g 657 g 623 g 

事業系 195 g 174 g 178 g 178 g 180 g 

資源物 112ｇ 100ｇ 118ｇ 97ｇ 88 g 

合 計 991ｇ 964ｇ 964 g 932ｇ 891 g 
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［不法投棄の防止］ 

不法投棄防止のため、茨城県から委嘱された２人のボランティアＵ.Ｄ.監視員*1 及び 32

人の市の不法投棄監視員を中心に監視活動等を行っています。［関連頁：42］ 

また、茨城県で所管している産業廃棄物の指導・監督等についても、市で初動対応を行

う等、茨城県及び竜ケ崎警察署と連携して指導を行い、早期解決に努めています。 

 

［騒音・振動の防止］ 

騒音・振動防止のため、騒音規制法・振動規制法・環境基本法に基づき用途地域、時間

帯ごとに要請限度・環境基準が定められています。 

  本市では、幹線道路７地点における交通騒音と振動の測定調査を実施していますが、大

規模な工事計画など交通状況が大きく変化する要因がなく、過去の測定結果においても要

請限度の超過が認められないことから、隔年での実施としており、令和５年度は実施してい

ません。 

また、毎年、市内 8 地点で環境騒音の測定調査を行っています。測定結果を経年変化で見

るとほぼ横ばいで推移しており、令和５年度は環境騒音において、環境基準の未達成地点

はありませんでした。［関連頁：44，84～112］ 

 

【交通騒音等の騒音要請限度等の未達成地点の推移】          （単位：箇所） 

項目 
令和元年度 令和２年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

交通騒音 0(7) 0(7) 0(7) 0(7)   0(7) 0(7)   

交通振動 0(7) 0(7) 0(7) 0(7)   0(7) 0(7)   

環境騒音 0(8) 1(8) 0(8) 0(8) 0(8) 0(8) 0(8) 0(8) 0(8) 0(8) 

※ （ ）内は、測定箇所数。 

※ 昼間：交通騒音及び環境騒音は６時～22 時、交通振動は６時～21 時。 

 ※ 夜間：交通騒音及び環境騒音は 22 時～６時、交通振動は 21 時～６時。 

  

【交通騒音要請限度に係る調査地点別測定結果】（令和 4 年度測定結果）  （単位：dB） 

地点 

番号 
調査地点名 

昼間(6 時～22 時) 夜間(22 時～6 時) 

基準測定点 背後地測定点 基準測定点 背後地測定点 

要請 

限度 
75 

要請 

限度 
75 

要請 

限度 
70 

要請 

限度 
70 

測定結果 測定結果 測定結果 測定結果 

① 
長山 1 丁目 2 番地  

（若柴公園付近交差点） 
68 ○ 63 ○ 70 ○ 70 ○ 

② 
川原代町 3695 番地 

（佐藤建設㈱付近） 
70 ○ 58 ○ 66 ○ 55 ○ 

③ 
庄兵衛新田町 282 番地 155 

（㈱諸岡本社工場付近） 
71 ○ 58 ○ 70 ○ 57 ○ 

④ 
馴馬町 2612 番地 

（文化会館駐車場） 
71 ○   65 ○   

⑤ 
松葉 1 丁目･小柴 5 丁目境 

（竜ヶ崎ニュータウン中央バス停前） 
64 ○ 51 ○ 56 ○ 47 ○ 

⑥ 
野原町 79 番地 
（茨城トヨペット㈱竜ケ崎出し山店前） 

64 ○ 56 ○ 57 ○ 49 ○ 

⑦ 
中里 3 丁目 1 番地 

（龍ヶ岡公園） 
62 ○ 49 ○ 55 ○ 41 ○ 

※ 測定結果が要請限度を達成している場合は「○」、未達成の場合は「空欄」。 

※ 測定結果欄の「－」は、環境基準の設定なし。 

 
 

*1 ボランティア U.D.監視員の「Ｕ.Ｄ.」は、「Unlawful Dump」（不法投棄）を略したものです。 
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【交通振動要請限度に係る調査地点別測定結果】（令和４年度測定結果）     （単位：dB） 

地点 

番号 
調査地点名 

昼間(6 時～21 時) 夜間(21 時～6 時) 

要請 

限度 
測定結果 

要請 

限度 
測定結果 

① 
長山 1 丁目 2 番地  

（若柴公園付近交差点） 
65 44 ○ 60 34 ○ 

② 
川原代町 3695 番地 

（佐藤建設㈱付近） 
70 46 ○ 65 37 ○ 

③ 
庄兵衛新田町 282 番地 155 

（㈱諸岡本社工場付近） 
70 46 ○ 65 44 ○ 

④ 
馴馬町 2612 番地 

（文化会館駐車場） 
70 40 ○ 65 33 ○ 

⑤ 
松葉 1 丁目･小柴 5 丁目境 

（竜ヶ崎ニュータウン中央バス停前） 
70 40 ○ 65 32 ○ 

⑥ 
野原町 79 番地 
（茨城トヨペット㈱竜ケ崎出し山店前） 

65 39 ○ 60 < 30 ○ 

⑦ 
中里 3 丁目 1 番地 

（龍ヶ岡公園） 
65 44 ○ 60 34 ○ 

※測定結果が要請限度を達成している場合は「○」、未達成の場合は「空欄」。 
※測定結果欄の「<30」は、「30ｄＢ未満」を表しています。 

 

【環境騒音の環境基準に係る調査地点別測定結果】（令和５年度測定結果）   （単位：dB） 

地点 

番号 
調査地点名 

昼 間 (6 時～22 時) 夜 間 (22 時～6 時) 

環境 

基準 
測定結果 

環境 

基準 
測定結果 

⑧ 上町 4274 番地 1（中央公園 元青年研修所駐車場） 55 44 ○ 45 37 ○ 

⑨ 出し山町７１番地（出し山第 2 児童公園） 55 49 ○ 45 40 ○ 

⑩ 緑町 104 番地（緑町第 1 児童公園） 55 42 ○ 45 37 ○ 

⑪ 松葉 4 丁目 7 番地（松葉第 2 児童公園） 55 51 ○ 45 42 ○ 

⑫ 長山 4 丁目 1 番地（蛇沼公園付近） 55 45 ○ 45 36 ○ 

⑬ 小柴 4 丁目 5 番地（小柴第 2 児童公園） 55 45 ○ 45 38 ○ 

⑭ 立野 4942 番地（松並児童遊園地） 55 46 ○ 45 40 ○ 

⑮ 佐貫 2 丁目 16 番地 8（佐貫第 5 児童公園） 55 46 ○ 45 41 ○ 

※測定結果が環境基準を達成している場合は「○」、未達成の場合は「空欄」。 

 

【航空機騒音に係る測定結果】                        （単位： Lden☆） 

測定場所 環境基準 令和元年度 令和２年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和５年度 

長戸コミュニティセンター 

（旧長戸小学校） 
－ 39 42 46 45 44 

＜資料：茨城県環境対策課＞ 

※令和２年度以前は旧長戸小学校で測定し、令和３年度以降は長戸コミュニティセンターで実 

施しています。 
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２ 自然環境分野 

［農地・林地の保全］ 

首都圏では、水辺と水田が一体となった農村環境が著しく減少傾向にありますが、本市

においては、現在も多くの豊かな自然が残されており、特に田園の四季折々の風景は、市

民に憩いとやすらぎを与えてくれています。 

このような農村環境を保全するため、将来にわたって計画的に農地利用していくべき土

地を「農用地区域」に指定し、農地の保全に努めています。また、毎年８月頃に実施してい

る農地パトロール（利用状況調査）は、地域の農地利用の確認、遊休農地の実態把握と発生

防止・解消、違反転用の発生防止、早期発見を目的に実施しており、遊休農地解消の機運

醸成に取り組んでいます。 

林地の保全については、開発行為により森林の有する水源涵養や災害防止などの役割を

阻害しないよう、森林法による適正な森林施業の確保に努めています。 

また、令和４年度からは森林環境譲与税を活用し、森林をきれいにするための下草刈り

や間伐などの費用を補助する「龍ケ崎市民有林整備事業」及び倒木による住宅被害や道路交

通、電力供給などのライフラインの確保に支障が生じる恐れのある危険木の伐採等の費用

を補助する「龍ケ崎市危険木伐採事業」を行っています。 

【地目別面積の推移】                        （単位：ha） 
年度 田 畑 宅地 池沼 山林 原野 雑種地 その他 計 

平成 元 年 2,655 1,315 930 473 1,086 180 167 641 7,447 

平成 15 年 2,464 1,027 1,351 412 695 380 424 1,066 7,819 

平成 30 年 2,416 951 1,396 412 651 368 479 1182 7,855 

令和 元 年 2,415 946 1,399 412 643 368 491 1,181 7,855 

令和 2 年 2,414 942 1,400 412 643 364 500 1,180 7,855 

令和 3 年 2,412 932 1,407 412 635 363 515 1,183 7,859 

令和 4 年 2,415 922 1,411 412 632 363 521 1,183 7,859 

令和 ５ 年 2,409 898 1,411 412 629 363 529 1,208 7,859 

※毎年 1 月 1 日現在                          ＜資料：令和 5 年版統計りゅうがさき＞ 

【地目別面積割合の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.7%

30.7%

30.7%

30.7%

30.7%

30.8%

31.5%

35.7%

11.4%

11.7%

11.9%

12.0%

12.0%

12.1%

13.1%

17.7%

18.0%

18.0%

17.9%

17.8%

17.8%

17.8%

17.3%

12.5%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.3%

6.4%

8.0%

8.0%

8.1%

8.2%

8.2%

8.3%

8.9%

14.6%

4.6%

4.6%

4.6%

4.6%

4.7%

4.7%

4.9%

2.4%

6.7%

6.6%

6.6%

6.4%

6.3%

6.1%

5.4%

2.2%

15.4%

15.1%

15.1%

15.0%

15.0%

15.0%

13.6%

8.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和 5年

令和 4年

令和 3年

令和 2年

令和元年

平成30年

平成15年

平成元年

田 畑 宅地 池沼 山林 原野 雑種地 その他



第２章 龍ケ崎市の環境の状況 
 

２ 自然環境分野 
 

 16 

［牛久沼等の自然の保全］ 

本市は、小貝川、大正堀川などの一級河川をはじめとする大小様々な河川や西部に広が

る牛久沼、北竜台市街地中心部に自然の景観を残す蛇沼など、豊かな水辺空間に恵まれて

います。 

牛久沼は、茨城県内でも霞ヶ浦、涸沼に次ぐ湖沼であり、谷田川の一部として市西部に

広がり、水抜きのために人工的に掘削された八間堰を経て小貝川に流入しています。 

小貝川は、取手市との境界を流れる一級河川であり、周辺には昔の流路が三日月状に残

った旧小貝川や氾濫湖である中沼など、かつての洪水の影響でできた特徴的な地形が多く

見られます。 

また、大正堀川は北竜台市街地付近の水源から水田地域と市街地を交互に抜けて流れ、

途中から都市排水路が併設されており、江川は中心市街地や田畑地を縫うように流れ、主

に農業用排水路として利用されていて、ほとんどの水域がコンクリートの三面張りで整備

されています。その一方で、小野川のように北側の市境の水田地帯に囲まれた比較的自然

が残る河川もあります。これらの河川や湖沼により、多様な水辺環境を創出しています。 

それぞれの湖沼や河川で豊かな自然環境を保全するために、茨城県、流域市、事業

者、牛久沼流域水質浄化対策協議会等の団体、地域住民等が保全に努めています。 

［関連頁：49～50］ 
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３ 文化環境分野 

［文化財の保存］ 

国、県及び市では、歴史的に重要なものや美術的に貴重なものの保存を目的とした法律

や条例を施行し、文化財の保護に努めています。 

本市では「絹本著色十六羅漢像」及び「多宝塔」が国指定、「龍ケ崎の撞舞」が国選択文

化財及び県指定文化財として指定されています。その他の貴重な文化財については、県又

は市が下記のとおり指定しており、新たに１件の龍ケ崎市指定文化財を指定しました。 

【指定文化財一覧】 

No 指定 名称［場所等］ 種別 指定年月日 

1 
国 

絹本著色十六羅漢像［金龍寺］ 絵画 大正 6 年 4 月 5 日 

2 多宝塔［来迎院］ 建造物 平成 18 年 12 月 19 日 

3 国選択 龍ケ崎の撞舞［根町］ 無形民俗 平成 11 年 12 月 3 日 

4 

茨城県 

馴馬城跡［馴馬町］ 史跡 昭和 15 年 4 月 5 日 

5 龍ケ崎のシダレザクラ［般若院］ 天然記念物 昭和 28 年 7 月 9 日 

6 鰐口［安楽寺］ 工芸品 昭和 33 年 3 月 12 日 

7 丸木舟［歴史民俗資料館］ 考古資料 昭和 50 年 3 月 25 日 

8 龍ケ崎の撞舞［根町］ 無形民俗 平成 22 年 11 月 18 日 

9 

龍ケ崎市 

金剛力士立像［桂昌寺］ 彫刻 昭和 53 年 3 月 22 日 

10 仙台領柱［歴史民俗資料館］ 歴史資料 昭和 53 年 3 月 22 日 

11 貝原塚おこど囃子［貝原塚町］ 無形民俗 昭和 53 年 3 月 22 日 

12 道標［若柴町］ 史跡 昭和 53 年 3 月 22 日 

13 十一面観音像［慈眼院］ 彫刻 昭和 54 年 3 月 22 日 

14 蓼太句碑［医王院］ 史跡 昭和 54 年 3 月 22 日 

15 八坂神社本殿［上町］ 建造物 昭和 54 年 3 月 22 日 

16 板碑［金剛院］ 考古資料 昭和 54 年 3 月 22 日 

17 寒山竹［上町］ 天然記念物 昭和 55 年 3 月 18 日 

18 寒山竹［大塚町］ 天然記念物 昭和 55 年 3 月 18 日 

19 竹柏［大統寺］ 天然記念物 昭和 56 年 3 月 30 日 

20 欅［八坂神社］ 天然記念物 昭和 56 年 3 月 30 日 

21 阿弥陀如来三尊像［阿弥陀寺］ 彫刻 昭和 57 年 3 月 25 日 

22 内行花文鏡［歴史民俗資料館］ 歴史資料 平成 19 年 2 月 28 日 

23 矢口家長屋門、筆子塚［大留町］ 史跡 平成 26 年 12 月 24 日 

24 後藤新平筆「自治三訣」［龍ケ崎小学校］ 歴史資料 平成 26 年 12 月 24 日 

25 石造宝篋印塔（伝平国香供養塔）［安楽寺］ 工芸品 平成 27 年 11 月 18 日 

26 4 号機関車［歴史民俗資料館］ 歴史資料 平成 28 年 11 月 16 日 

27 山崎家文書［歴史民俗資料館］ 古文書 平成 28 年 11 月 16 日 

28 
龍崎校木造扁額及び龍崎学校扁額 

［歴史民俗資料館］ 
歴史資料 令和 4 年 11 月 16 日 

29 
鉄剣・短剣・ガラス小玉（長峰古墳群第

39 号墳）［歴史民俗資料館］ 
歴史資料 令和 6 年 1 月 24 日 

30 

登録 

旧小野瀬家住宅店舗［上町］ 建造物 平成 16 年 2 月 17 日 

31 旧小野瀬家住宅主屋［上町］ 建造物 平成 16 年 2 月 17 日 
32 旧諸岡家住宅煉瓦門及び塀［上町］ 工作物 平成 30 年 5 月 10 日 
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※№1 の「絹本著色十六羅漢像」は茨城県立歴史館（水戸市）に寄託されています。 

※№３と８の「龍ケ崎の撞舞」は、国選択と茨城県の複数指定を受けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

［公園緑地の充実］ 

自然環境保全のため、狩猟法、森林法、史跡名勝天然記念物保存法及び国立公園法など

が施行され、自然環境の保護に関する法律等が整備されてきましたが、高度経済成長期に

国土の開発が広域化・大規模化してきたことから、自然保護政策を強化するため、新たに

自然環境保全法が施行されています。 

本市では、都市化の進展により、山林は減少し、宅地は増加傾向にありますが、市内の

貴重な緑地を保全するため、緑の適切な手入れや更新、利用状況に応じた公園の再整備や

再配置、老朽化対策等に計画的に取り組み、長期的な視点での充実を図っています。 

なお、近年の緑に係る法改正を踏まえ、本市にふさわしいみどりのあるべき姿を効率的

かつ効果的に推進し、緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置を総合的かつ計画的

に実施するため、令和５年３月に「龍ケ崎市緑のまちづくりプラン〈第２次緑の基本計画〉」

を策定しました。［関連頁：55］ 

【既存の緑地を活用した公園等】 

公園名 公園位置 面積 開設年 

龍ケ崎市森林公園 泉町 1966 13.1ha 昭和 61 年 

つくばの里向陽台公園 向陽台 4-2-1 6.3ha 平成元年 

北竜台公園 小柴 1-10-4 5.3ha 平成 4 年 

行部内公園 久保台 1-20-2 2.2ha 平成 4 年 

蛇沼公園 長山 8-20-1 3.2ha 平成 4 年 

龍ヶ岡公園 中里 3-1 13.2ha 平成 11 年 

市民健康の森 中里 1-1-4 1.5ha 平成 14 年 

                                ＜資料：道路公園課＞ 

 

＜資料：文化・生涯学習課＞ 

鉄剣 

短剣 

ガラス小玉 
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４ 地球環境分野 

［気候変動の影響の検討］ 

国は令和３年 10 月に、地球温暖化対策計画において、国全体の温室効果ガス排出削減目

標を「2030 年までに 2013 年比で 46％削減（従来目標 26％削減）する」「長期的には

2050 年度までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロ（従来目標 80％削減）にする」と

しました。 

本市では、平成 29 年３月に龍ケ崎市第２次環境基本計画に含むかたちで、新たな龍ケ崎

市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定しました。計画では、策定時点での国の達

成目標を目指すこととしており、温室効果ガス☆排出量を 2030 年度までに、2013 年

度（基準年度）と比較し、26%削減することを目標としていることから、改訂に取り組

んでいきます。 

地球温暖化の要因とされる温室効果ガスは、そのほとんどが二酸化炭素であり、一人ひと

りの毎日の暮らしや事業活動一般を含む社会全体が発生源となっていることから、その排出

削減に向けた市民・事業者の自主的な行動が求められています。 

また、令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大により、製造業の生産量の減少

や運輸部門の輸送量の減少等に伴うエネルギー消費量の減少等が影響して、排出量も減少

しています。［関連頁：71～72］ 

【龍ケ崎市の温室効果ガス排出量（推計）】           （単位：千 t-CO２） 

区 分 

基準年度 

平成 25 年度 

［2013 年度］ 

令和元年度 

［2019 年度］ 

令和 2 年度 

［2020 年度］ 

令和 3 年度 

［2021 年度］ 

前年度 

変化比 

基準年度 

変化比 

産業 

部門 

製造業 
509.6 

567.1  413.2  496.8 20.2% -2.5% 
(335.7) 

建設業・鉱業 
3.9 

2.9  3.2  3.5  9.4% -10.3% 
(6.5) 

農林水産業 
6.6 

14.0 13.8  11.2  -18.8% 69.7% 
(6.1) 

業務部門 
126.1  

90.9  83.1  87.2  4.9% -30.8% 
(186.4) 

家庭部門 
130.0 

107.5  108.0  108.6  0.6% -16.5% 
(109.3) 

運輸 

部門 

自動車 
130.2 

119.5  108.2  106.8 -1.3% -18.0% 
(186.5) 

鉄道 
6.1 

4.8  4.7  4.6  -2.1% -24.6% 
(6.0) 

廃棄物部門 
11.4 

9.5  8.7  11.7  34.5% 2.6% 
(11.8) 

合計 
923.9 

915.6  743.0  830.3  11.7% -10.1% 
(848.3) 

※温室効果ガス排出量（推計）を算出するにあたっては、「地方公共団体における施策の計画的な推進のため

の手引き」（平成 26 年 2 月環境省）を参考にしています。温室効果ガス排出量（推計）の算出に用いる炭

素原単位については、平成 25 年度以前の年度の計算で使用していた値から変更されたことに伴い、平成

25 年度の排出量については、旧原単位で算出した値【下段】（  ）に加え、平成 27 年度以降で用いて

いる原単位で算出した値【上段】を表示しています。 

※温室効果ガス排出量（推計）を算出するにあたって使用している統計データ等の一部は、令和 3 年度が最

新データのため推計値も令和 3 年度までとなっています。 

＜資料：生活環境課（環境省）＞ 
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【龍ケ崎市地球温暖化対策実行計画】
製造業 建設業・鉱業 農林水産業 業務部門 家庭部門 自動車 鉄道 廃棄物部門 目標値(全体)

683.7

923.9

26％削減

（2013年）

【市内の温室効果ガス排出量の推移及び削減目標】 

（2030 年） 



 

第 2 章 龍ケ崎市の環境の状況  
５ 環境学習分野 

  

  21 環境に関する主な内容 *1 食料確保と自然環境との深いかかわりなど 
*2 環境問題に対する国の対応など 
*3 環境問題などに対する国際連合の中における日本の立場など 

５ 環境学習分野 

［環境学習の推進］ 

国は「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基づき、一人ひとりが環

境についての理解を深め、取組を進めることができるよう環境教育を推進するとともに、

環境保全活動を促進しています。 

本市も環境学習の推進のため、児童生徒をはじめ市民を対象とした様々な講座等（環境楽

習講座、歴史講演会）を開催しており、環境保全に関する意識の高揚を図っています。 

また、各小中学校では、児童生徒の発達段階に即して、主に社会科や理科などの各教科や

総合的な学習の時間の中で環境に関する学習が行われています。［関連頁：74～78］ 

 

【小学校での環境教育】 

小学校学習指導要領に基づき、環境教育を推進しています。ここでは、小学校で学ぶ主な

環境教育の内容を掲載しています。 

学  年 内  容 

低学年 

（1・2 学年） 

 自然の観察や動植物の飼育、栽培などの活動を行い、自然環境や事象に

対する感受性や興味・関心を高めるとともに、自然のすばらしさや生命の

大切さを学ぶ。 

中学年 

（3・4 学年） 

 身近な自然や社会の環境に触れ、自分や他の人々が使っている物（資

源）、ごみなどについて問題を見いだし、追究していくことを学ぶ。 

また、地域の施設や工場などの様子や働きを観察し、地域と関わって成

り立っていることを学ぶ。 

（例） ・節水や節電の大切さ  ・飲料水、電気、ガスの確保 

    ・廃棄物の処理など 

高学年 

（5・6 学年） 

 環境問題を捉える場合の素地となる物の連鎖や循環という考え方を身に

付け、より主体的に環境と関わり、環境を大切にすることを学ぶ。 

（例） ・我が国の農業や水産業*1  ・我が国の政治の動き*2 

    ・世界の中の日本の役割*3 など 

＜資料：指導課＞ 

総合的な学習の時間では、各小学校で環境、福祉、健康など地域や学校の特色に応じた

課題をテーマに学習活動を行っています。 

以下は、各小学校の総合的な学習の時間等で環境に関する授業の主な学習テーマを掲載し 

ています。 

学校名 学年 学習テーマ（主な活動） 

龍ケ崎小学校 
４年 住みやすいくらしをつくる（湖上体験） 

5 年 ゆたかに 実れ たつのこ米（バケツでの稲作体験） 

大宮小学校 ４年 私たちをとりまく環境（環境問題に関する調べ学習・実践） 

八原小学校 
４年 

身近な環境を考えよう（環境問題に関する調査） 

わたしたちの身近な環境問題（浄水場見学） 

河川や湖沼の水質浄化（湖上体験学習） 

５年 私たちの地域の食と環境（田植え・稲刈り体験） 
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馴柴小学校 
4 年 環境問題について考えよう（SDGｓ、絶滅危惧種等の調べ学習） 

6 年 SDGｓについて考えよう（環境問題に関する調べ学習・発表） 

川原代小学校 
4 年 落花生を育てよう（落花生の栽培・観察記録・発表活動） 

5 年 米作りに挑戦しよう（米作り体験の実施） 

龍ケ崎西小学校 
4 年 環境のためにできること（環境問題に関する調査・体験学習） 

６年 土のはたらきを考える（環境問題に関する体験学習） 

松葉小学校 5 年 
ぼく・わたしと環境（環境問題に関する調べ学習・体験学習・キ

ッズミッション） 

長山小学校 4 年 長山エコ大作戦（環境問題に関する調査・キッズミッション） 

馴馬台小学校 
4 年 自分にできる SDGs （環境問題に関する調べ学習・実践） 

5 年 お米を育ててみよう （稲作体験） 

久保台小学校 

4 年 わたしたちの身近な環境問題（浄水場見学・キッズミッション） 

5 年 田んぼってすごい（稲作体験から環境を考える） 

6 年 土のはたらき（環境問題に関する調べ学習） 

城ノ内小学校 
4 年 進め ECO レンジャー（環境問題・エネルギー問題の調査） 

5 年 お米博士になろう（田植え・稲刈りの農業体験） 

＜資料：指導課＞ 

 

【中学校での環境教育】 

社会科の公民的分野では環境の保全、資源・エネルギーの有効な利用について、理科で

は、天然資源の有限性、水力・火力・原子力について認識を深め、自然環境の保全につい

て学んでいます。保健体育科の保健分野では、飲料水や空気の衛生的管理等が人々の健康

とどのような関係にあるのかを学習しています。 

以下は、各中学校の総合的な学習の時間等で環境に関する授業の主な学習テーマを掲載し

ています。 

学校名 学年 学習テーマ 

長山中学校 1 年 わたしにできる SDGs 

城西中学校 １年 
SDGs について理解を深めよう 

（個人による SDGs 調べ学習とグループ発表） 

中根台中学校 １年 
持続可能な社会を目指そう（ＳＤＧｓについて調べてまとめる学習） 

涸沼でのいかだ・漁船体験を通じて自然とふれ合う学習 

城ノ内中学校 ３年 キャリア×SDGs クロスツアー ～自分と地球の未来を考える旅～ 

龍ケ崎中学校 1 年 龍ケ崎市の環境について考えよう（グリーンカーテンの作成） 

                                 ＜資料：指導課＞ 
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６ 各分野の指標  

環境基本計画に掲げられた各種施策を総合的かつ計画的に推進するためには、環境の状

況を把握することが必要です。ここでは、各分野（生活環境、自然環境、文化環境、地球環

境、環境学習）に掲げた主な指標ごとの実績値及び目標値を一覧表にまとめました。 
 ※達成状況…〇：達成、空欄：未達成 

関

連

頁 

指標（単位） 

実績値 目標値注１ 

令和３年度 令和４年度 令和 5 年度 
令和８年度 

（令和３年度） 

達成 

状況 

15 山林の面積（地目）   （ha） 635 632 629 
現状維持 

659 
 

21 
環境学習講座等へ参加する市民の 

参加率注 3          （％） 
0.7 1.4 1.1 ≧  3.5  

21 環境学習講座等の開催数注 3 （回） 12 25 29 ≧  40  

30 公共下水道の水洗化戸数率 （％） 91.5 92.0 93.1 100  

31 
公共下水道事業認可区域外の合併

処理浄化槽設置人口率  （％） 
59.6 61.4 62.5 ≧ 60.0 ○ 

38 
市内一斉清掃１回当たりの参加割

合           （％） 
－ 14.7 ― ≧ 20.0  

42 
市民１人が１日に出す家庭系ごみ

の排出量         （g） 
668 657 623 ≦（620）  

42 
ごみ質分析調査における厨芥類及

び紙類の割合       （％） 
47.7 50.0 42.1 ≦ 55.0 〇 

43 
ごみの総資源化率(民間分含む) 

（％） 
18.3 18.6 16.8 ≧（20.0）  

45 
適正管理を促した空家等のうち、

改善された空家等の割合（％） 
72.4 

(一部改善含む) 
72.0 

(一部改善含む) 
71.2 

(一部改善含む) 
≧ （30） 〇 

47 保全活動団体数    （団体） 2 2 2 ≧    4  

53 市民遺産の認定数（合計）（件） 15 15 15 ≧ （12） 〇 

54 パンフレットや冊子等の作成(点) 2 2 2 ≧    3  

57 
公共施設里親制度登録団体数 

（団体） 
93 89 91 ≧ （91） 〇 

62 
温室効果ガス排出量（公共施設）  

  （t-CO2） 
4,927 5,690 5,059 ≦ 4,076  

62 
ＬＥＤ照明を導入した主な公共施

設数         （施設） 
49 55 55 ≧ （29） 〇 

67 
充電インフラ設備等の設置数 

（箇所） 
14 13 13 ≧   20  

70 
温室効果ガス排出量（市域全域）注 2       

（千 t-CO2） 

915.6 

(R 元) 

743.0 

(R2) 

830.3 

(R3) 
≦  678.6  

74 農業体験の参加者     （人） 799 551 731 ≧ （500） 〇 

77 こどもエコクラブ登録数   （団体） 1 1 0 ≧    5  

114 
牛久沼湖心の COD 値（年平均値） 

（mg/L） 
7.2 8.6 9.0 ≦ （7.2）  

114 
牛久沼湖心の COD 値（75％値） 

    （mg/L） 
8.7 10.0 9.9 ≦   5.0  

※注 1 第 2 次環境基本計画に掲げた目標値。目標年度が令和 3 年度の場合は、（ ）で表示しています。 

注 2 市域全域の温室効果ガス排出量のみ、令和元年度から令和３年度の実績値になります。 
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